
 

 

 

 

        岐阜県政記者クラブ加盟社各位 

 

 

 

 

 

 

岐阜アリーナのネーミングライツ契約を更新しました 
 

 岐阜アリーナでは、平成２３年５月１６日からネーミングライツを導入していま

す。  

このたび、現在のネーミングライツ・パートナー（命名権者）である株式会社 

大垣共立銀行と下記のとおり契約を更新しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

 更新契約の内容 現行契約の内容 

施設名 
岐阜アリーナ 

（岐阜市薮田南２丁目１番１号） 
同  左 

ネーミング

ライツ・ 

パートナー 

株式会社 大垣共立銀行 

（大垣市郭町三丁目９８番地） 
同  左 

愛称 OKB ぎふ清流アリーナ 同  左 

命名権料 

（※消費税抜き

金額）  

年額 ３，６５０，０００円 同  左 

愛称の使用

期間 

令和８年４月１日から 

令和１３年３月３１日まで 

（５年間） 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

（５年間） 

＊今回は愛称を設定するものであり、条例で定める施設の名称の変更は行い  

ません。 

 

       令和８年３月２５日（水） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

地域 

スポーツ課 
スポーツ施設係 北川 

内線 2616 

直通 058-272-8789 

ＦＡＸ 058-278-2604 


